
日本史授業プリント近世１０(056)	 近世の人民支配	

	

	

農民統制		☆村単位の支配…全国に１約６万３千	 	 自然集落(５０～６０戸)の利用	

身分	２本百姓	 	 (３高持
たかもち

百姓)…田畑・屋敷を所有→４検地帳に登録・村政への参加	

	 	 	５水呑
みずのみ

(無高)…土地なし(小作農)	 	 	 	 	 	 			 	 →検地帳に登録されない	

		 	 ６名子
な ご

・被官
ひ か ん

・家抱
け ほ う

・下人	 …本百姓に隷属	 	 	 	 	 村政に参加できない	

	 ☆村役人：７村方三役(地方
じ か た

三役)…本百姓から(選挙または世襲)	

													 ①８名主	 	 …村政の長		西日本では９庄屋	 	 、東北では10肝煎
きもいり

とも	

												 	②11組頭	 	 (年寄)…補佐役		数名	 	 ③12百姓代	 	 …名主・組頭の監視	

共同生活		・年貢の13村請制	 	 …14村高(１村全体の石高)×税率	

・15入会地・用水の共同管理	 	 ・16五人組…連帯責任・相互監視・相互扶助		

	 			 	 	 ・17結(ゆい・もやい)…労力を特に要する時期の共同労働		

・18村八分…制裁、葬式・火災以外に交際を断つ		その他、19村法(村掟)､若者組､祭礼など	

負担		※ｂ～ｄは金銭代納の場合が多い	

		ａ)20本途物成	 	 	 (21本年貢)…田畑・家屋敷を基準に賦課	 米穀や貨幣で納める	

					 	 課税方法：22検見法	 	 (豊作凶作により変動)から23定免法					(率一定)へ	

	 			 	 税率：24五公五民(税率５割)・25四公六民	(４割)など	

ｂ)26小物成…山野河海からの収益にかかる雑税の総称	

	 ｃ)27高掛物
たかがかりもの

	 	 …村高にかかる付加税	 宿駅の交通整備など	 米納から金納へ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※天領では、伝馬宿入用・六尺給米・蔵前入用を高掛三役という。	

	 ｄ)28夫役
ぶ や く

…労役	 <例>29国役
くにやく

	 	 (国役普請)…国単位		治水工事などの労役		

30伝馬役	 	 ・31助郷役	 	 …街道沿いの村から宿駅に人馬を提供	

統制	 ☆32本百姓経営を維持させる→(幕府・藩は)年貢徴収を確保	

	 	 	 	 	 			 33自給自足経済を維持させる	 	 34貨幣経済の浸透を防ぐ	

1643.	35田畑永代売買の禁止令…本百姓の解体や富農への土地の集中を防止	

		 	 ※この年、36寛永の大飢饉で全国の農村に大きな被害が出たことが背景	

※近年、存在が疑問視されている法令	

1643．37田畑勝手作りの禁(作付制限令)…商品作物の栽培を制限	 	

1643．38慶安の触書
ふれがき

…農民の生活全般への規制		江戸後期に広まる	

	

1673.	39分地制限令	 	 	 	 …耕地の細分化を防止		本百姓１０石、名主２０石まで	

	

３年	 	 	 組	 	 	 番	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .	

③家光	

④家綱	
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身分制度			

☆40士農工商(四民)及び他の身分	 社会秩序の固定・民衆の分断		→幕府支配の維持・強化	

			 ※一般に身分内身分の方が厳しい…武士の石高差、親方と弟子、本百姓と水呑百姓	

士(武士)	 支配層	 	41苗字帯刀	 	 	 ・42切捨御免	 	 	 の特権	

農工商	 産業に従事		特に農は最多数(全人口の７６％)・重要視	 	

(商)主人－43番頭－44手代
てだい

－45丁稚
で っ ち

				(職)親方－46職人－47徒弟
と て い

	 	 	

特権的身分	 公家は別格（ただし生活は苦しい）	 僧侶・神職は武士に準じる	

被差別身分	 幕藩体制維持のために制度化		差別は、江戸中期以降強化	

			48えた…過酷な差別		<例>	居留地(悪い土地に居住)・結婚・交際・衣服などに規制	

											職業は	皮革上納・行刑・掃除(清め)・死牛馬処理など	

			49ひにん…最下身分だが流動	 <例>	乞食・番人・流民・遊芸者・犯罪者	

☆50家	 制度(家族制度)	 ※特に武士で厳しい	

				・家の存続の重視…俸禄・家業の継承	

				・強い51家長(家主)権…52勘当の権利		長子相続の一般化(次男以下・女子の地位低下)	

				・男尊女卑	 <例>『53女大学』(貝原益軒の『和俗童子訓』の一部を通俗化）	

54三従：女は父・夫	・息子に従うべし	 55七去：夫からの(一方的)離縁理由	

離縁状(56三行
み く だ

り半	 	 )は夫から	

	 	 	 ※57縁切寺(58駆込寺
かけこみでら

)…例外的に妻から離婚	 満徳寺(上野)、59東慶寺(鎌倉)など	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

【正誤問題に挑戦】<センター1994本試験、1996年本試験より>	

Ｘ．村の運営は，名主・庄屋・百姓代からなる村方三役が担当した。	

Ｙ．離縁状はふつう三行半で書いたので三くだり半とも呼ばれ，夫が妻に三くだり半を与えることで離婚が成立

した。
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